
子ども・子育て支援金制度とは 

 令和 8 年 4 月から社会全体で子育て世帯

を支えるための財源を安定的に確保するこ

とを目的に「子ども・子育て支援金」制度が

創設されます。既存の「少子化対策予算」の

一部を「支援金」という新しい仕組みで補

う予定で、企業にも実務対応が求められま

す。令和 8年度から 10 年度にかけて段階的

に導入されます。 

 支援金の使途は次のような少子化対策関

連施策に充てられます。 

・保育園・学童保育等の拡充 

・児童手当拡充 所得制限撤廃・給付増額 

・育児休業中の所得補償強化・妊娠・出産期

からの伴走支援等 

 

開始時期・徴収方法・保険料負担イメージ 

 令和 8 年 4 月分（5 月末納付分）より労

使折半で子ども・子育て支援金を負担しま

す。医療保険料と同様、毎月の賃金並びに

賞与から徴収され産休中や育休中は免除さ 

れます。 

負担額は標準報酬月額並びに標準賞与額

に支援金率を乗じます。支援金率は国が一

律で定めることとされており0.24％から令

和 10 年度に 0.4％になる予定です。被保険

者一人当たりの平均負担額は令和 8 年度で

は 450 円、令和 9年度では 600 円、令和 10

年度では、800 円と見込まれています。 

 

給与計算上の注意点 

 支援金制度の開始は令和 8 年 4 月（5 月

納付分）からの予定ですが、例年同時期に

健康保険料や介護保険料の改定（3月頃）が

あるため保険料改定情報にご留意ください。

端数処理については小数点以下切り捨てと

なる見込みです。 

 給与明細上の表示は、被保険者から保険

料徴収する際に保険料額の内訳として支援

金額を示すことは法令上の義務とはしてい

ません。可能であれば「健康保険料うち支

援金〇〇円」等、明細書や社内掲示で情報

を可視化することで制度への理解協力を促

すであろうと期待しています。 

支援金は保険料と同様の性格であり原則

就業規則の改定は必要ありませんが、当分

続く制度であるため人件費予算の計上は必

要でしょう。 
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制度の創設 

この制度は今

後数十年にわ

たり少子化対

策の財源とし

て定着してゆ

くでしょう 


